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⽝
諏
方
大
明
神
画
詞
⽞
の
受
容
史

─
国
譲
り
神
話
の
扱
い
を
中
心
に

─
間

枝

遼
太
郎

一

は
じ
め
に

諏
訪
の
信
仰
・
歴
史
・
文
化
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
⽛
中
世

の
諏
訪
信
仰
を
窺
い
知
る
一
つ
の
目
安
、
と
き
と
し
て
根
本
史
料
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
き
た
（
⚑
）⽜
の
が
⽝
諏
方
大
明
神
画
詞
⽞（
以
下
⽝
画
詞
⽞）
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
二
本
松
康
宏
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、⽝
画
詞
⽞
は
〈
諏
訪
円
忠
に
よ
る

京
都
に
お
け
る
諏
訪
信
仰
の
再
創
造
〉
と
い
う
側
面
を
持
つ
文
献
で
あ
り
（
⚒
）、
必

ず
し
も
諏
訪
地
方
の
諏
訪
社
本
社
の
信
仰
や
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
た
縁
起
譚
を

そ
の
ま
ま
記
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
（
⚓
）。
ま
た
、⽝
画
詞
⽞
は
そ
の
成
立
以
降
す

ぐ
に
諏
訪
地
方
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
縁
起
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
一
体
⽝
画
詞
⽞
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ

れ
受
け
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か

─
そ
の
点
の
追
究
が
諏
訪
信
仰
史
を
構

築
す
る
上
で
必
要
と
な
る
。

本
稿
で
は
主
に
、
国
譲
り
神
話
や
洩
矢
と
の
戦
い
の
物
語
と
い
っ
た
、
他
文

献
に
も
類
話
が
確
認
で
き
る
縁
起
譚
の
展
開
に
関
し
て
、⽝
画
詞
⽞
が
い
か
な
る

形
で
影
響
を
与
え
た
か
、
あ
る
い
は
与
え
な
か
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、⽝
画
詞
⽞
の
受
容
の
様
子
、
そ
し
て
諏
訪
信
仰
の
中
で
展
開
す
る
種
々

の
縁
起
の
間
に
お
け
る
⽝
画
詞
⽞
の
位
置
付
け
を
確
認
し
て
い
く
。
特
に
国
譲

り
神
話
は
、⽝
画
詞
⽞
に
載
る
も
の
に
は
特
徴
的
な
省
略
・
改
変
が
加
え
ら
れ
て

い
る
た
め
、⽝
画
詞
⽞
と
他
文
献
と
の
連
関
の
様
子
を
判
断
し
や
す
く
、
そ
の
影

響
関
係
を
見
る
上
で
注
目
で
き
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
作
業
は
、
諏
訪
の
神
タ

ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
不
名
誉
な
経
歴
を
語
る
国
譲
り
神
話
が
ど
の
よ
う
に
し
て
諏
訪

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
の
通
史
的
把
握
に
も
資
す
る
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
。

二
⽝
画
詞
⽞
の
国
譲
り
神
話

諏
訪
明
神
の
縁
起
に
国
譲
り
神
話
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

⽝
画
詞
⽞
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
登
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場
す
る
形
式
の
国
譲
り
神
話
を
記
載
す
る
文
献
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
⽝
古

事
記
⽞
お
よ
び
⽝
先
代
旧
事
本
紀
⽞（
以
下
⽝
旧
事
本
紀
⽞）
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
⽝
古
事
記
⽞
や
⽝
旧
事
本
紀
⽞
も
、
享
受
で
き
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
中
で
、⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
写
本
を
伝
え
る
京
都
の
卜
部
氏
と
接
触
し
、
内
容
を

知
る
機
会
を
得
ら
れ
た
の
が
、⽝
画
詞
⽞
の
編
者
で
あ
る
諏
訪
円
忠
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
⽝
画
詞
⽞
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
⽝
旧
事
本
紀
⽞
か
ら
の
引
用
と
い
う

形
で
次
の
よ
う
な
神
話
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

旧
事
本
紀
ニ
曰
、
天
照
太
神
ミ
コ
ト
ノ
リ
シ
テ
経
津
主
総
州
香

取

社

ノ
神
、
武
甕
槌

常
州
鹿

島

社

ノ
神
、
二
柱
ノ
神
ヲ
出
雲
国
ニ
降
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
大
己
貴
雲
州
杵
築

和
州
三
輪

ノ
命

ニ
向
テ
ノ
タ
マ
ハ
ク
、葦
原
ノ
中
津
国
者
我
御
子
ノ
シ
ラ
ス
ベ
キ
国
ナ
リ
。

汝
マ
サ
ニ
此
国
ヲ
モ
テ
天
ノ
神
ニ
奉
ン
ヤ
。
大
己
貴
ノ
命
申
サ
ク
、
我
子

事
代
主
摂
州
長
田
社

神
祇
官
第
八

ノ
神
ニ
問
テ
返
事
申
サ
ン
ト
申
。
事
代
主
ノ
神
申
サ
ク
、

我
父
ヨ
ロ
シ
ク
マ
サ
ニ
サ
リ
奉
ル
ベ
シ
、
ワ
レ
タ
ガ
ウ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
申
。

又
、
我
子
建
御
名
方
、
諏
方
社
ノ
神
、
千
引
ノ
石
ヲ
手
末
ニ
サ
ヽ
ゲ
テ
来

テ
申
サ
ク
、
是
我
国
ニ
キ
タ
リ
テ
、
シ
ノ
ビ
テ
カ
ク
イ
フ
ハ
、
シ
カ
ウ
シ

テ
力
ク
ラ
ベ
セ
ン
ト
思
。
先
ソ
ノ
御
手
ヲ
取
テ
、
即
氷
ヲ
成
立
、
又
、
剣

ヲ
取
成
、【
❶
】
科
野
国
州
羽
ノ
海
ニ
イ
タ
ル
【
❷
】
ト
キ
、
建
御
名
方
ノ

神
申
サ
ク
、【
❸
】
ワ
レ
此
国
ヲ
除
者
、
他
処
ニ
不
行
云
々

。
是
則
当
社
垂
跡

ノ
本
縁
也
（
⚔
）。

⽝
画
詞
⽞
に
は
諏
訪
明
神
の
垂
迹
に
関
わ
る
縁
起
譚
と
し
て
〈
国
譲
り
神
話
〉

と
〈
洩
矢
と
藤
嶋
明
神
の
戦
い
〉
の
二
種
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
も
諏
訪
明
神
の
由
来
を
説
く
話
と
し
て
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ

の
前
者
の
国
譲
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、⽝
画
詞
⽞
の
国
譲
り
神
話
は
⽝
古
事
記
⽞

や
⽝
旧
事
本
紀
⽞
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

⽝
古
事
記
⽞⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
国
譲
り
で
は
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
天
の
使
者
と

の
力
比
べ
に
敗
北
し
、
逃
げ
た
先
の
諏
訪
で
殺
さ
れ
か
け
、
命
乞
い
を
し
て
国

を
譲
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、⽝
画
詞
⽞
で
は
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
敗

走
せ
ず
、
殺
さ
れ
か
け
る
こ
と
も
な
く
、
命
乞
い
も
し
な
い
。
こ
れ
は
主
に
右

の
引
用
部
分
に
【
❶
】（⽝
旧
事
本
紀
⽞
で
は
こ
こ
に
⽛
刃
故
尓
懼
而
退
居
尓
欲

取
建
御
名
方
神
手
乞
帰
而
取
者
如
取
若
葦
搤
批
而
投
離
即
逃
去
因
追
往
而
迫
（
⚕
）⽜

が
入
る
）、【
❷
】（⽝
旧
事
本
紀
⽞
で
は
こ
こ
に
⽛
将
殺
⽜
が
入
る
）、【
❸
】（⽝
旧

事
本
紀
⽞
で
は
こ
こ
に
⽛
恐
矣
莫
殺
我
⽜
が
入
る
）
で
示
し
た
⽝
旧
事
本
紀
⽞

か
ら
の
省
略
箇
所
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
て
い
る
差
異
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
は
卜
部
氏
が
円
忠
に
伝
え
た
⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
抄
出
テ
ク
ス
ト
が
諏

訪
社
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
変

容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
不
名
誉
な
記
述
の
省
略
が
、
諏
訪

明
神
を
称
揚
す
る
縁
起
譚
と
し
て
国
譲
り
神
話
を
位
置
付
け
る
こ
と
を
可
能
に

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
⚖
）。⽝
画
詞
⽞
の
国
譲
り
神
話
の
最
大
の
特
徴
は
こ
の
点
に

あ
る
。⽝
画
詞
⽞
に
収
録
さ
れ
る
縁
起
譚
は
基
本
的
に
諏
訪
・
鎌
倉
な
ど
の
東
国

に
存
在
し
た
資
料
を
円
忠
が
収
集
し
て
再
編
成
し
た
も
の
が
多
く
を
占
め
る
た

め
、そ
の
内
容
に
は
中
世
の
諏
訪
地
方
の（⽝
画
詞
⽞と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
）

現
存
資
料
と
も
共
通
性
を
見
出
せ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
タ
ケ

ミ
ナ
カ
タ
の
登
場
す
る
国
譲
り
神
話
は
本
来
諏
訪
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た

と
見
ら
れ
る
話
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
〈⽝
画
詞
⽞
の
中
の
国
譲
り
神
話
〉
の
内

容
に
関
し
て
は
明
確
に
⽝
画
詞
⽞
以
前
の
諏
訪
に
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
⽝
画
詞
⽞
式
の
国
譲
り
神
話
の
存
在
が
、
他
文
献
へ
の
⽝
画

詞
⽞
の
影
響
を
考
え
る
際
に
参
考
に
な
る
。

な
お
、
省
略
箇
所
の
あ
る
⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
文
の
引
用
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
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う
に
、
円
忠
が
⽝
画
詞
⽞
を
利
用
・
再
構
成
し
て
編
ん
だ
仏
教
儀
礼
テ
ク
ス
ト

⽝
諏
方
大
明
神
講
式
⽞（
以
下⽝
講
式
⽞）に
お
い
て
も
部
分
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。

然
見
二
彼
本
紀
文
一
、
当
社
明
神
者
、
建
御
名
方
神
是
。
則
素
盞
烏
尊
神
孫

大
己
貴
神
之
息
神
也
。
旧
事
本
紀
第
三
曰
、
到
二
科
野
国
洲
羽
海
一
【
❷
】

之
時
、
建
御
名
方
神
曰
、【
❸
】
我
除
二
此
地
一
者
不
レ
行
二
他
処
一
。
吾
不
レ

違
二
我
父
大
国
主
神
之
命
一
、
不
レ
違
二
兄
八
重
事
代
主
神
之
言
一
。
此
葦
原

中
国
者
、
随
二
天
神
御
子
命
一
献
矣
。
又
曰
、
建
御
名
方
神
坐
二
信
濃
国
諏

方
郡
諏
方
神
社
一
云
々

。
既
是
和
国
根
本
之
霊
神
也
。
豈
非
二
日
本
草
創
之

本
主
一
哉
。
彼
記
不
レ
可
レ
疑
。
此
説
尤
可
レ
信
者
也
（
⚗
）。

た
だ
し
、
こ
こ
に
書
か
れ
る
⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
内
容
は
わ
ず
か
に
タ
ケ
ミ
ナ

カ
タ
の
血
縁
関
係
・
台
詞
と
⽛
諏
方
神
社
⽜
の
情
報
程
度
で
、
こ
れ
を
見
る
だ

け
で
は
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
話
で
あ
る
の
か
理
解
し
難
い
。
叙
述
の
分
量

と
し
て
も
、
こ
の
直
後
に
も
う
一
つ
の
垂
迹
譚
と
し
て
書
か
れ
る
⽛
当
社
縁
起
⽜

（
魔
王
の
化
身
で
あ
る
美
教
大
臣
・
洩
矢
と
諏
訪
明
神
の
争
い
の
縁
起
譚
。
美

教
大
臣
・
洩
矢
を
物
部
守
屋
と
同
一
視
す
る
）
に
費
や
さ
れ
た
字
数
の
方
が
著

し
く
多
い
。⽛
彼
記
不
レ
可
レ
疑
。
此
説
尤
可
レ
信
者
也
⽜
と
書
か
れ
て
は
い
る

も
の
の
、
仏
教
儀
礼
の
た
め
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
⽝
講
式
⽞
に
お
い
て
主
眼
と

な
る
の
は
あ
く
ま
で
天
竺
か
ら
の
垂
迹
や
魔
王
と
の
因
縁
を
め
ぐ
る
仏
教
的
な

縁
起
譚
で
あ
る
⽛
当
社
縁
起
⽜
を
語
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
⽝
講
式
⽞
の
記

事
の
中
で
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
も
、⽝
旧
事
本
紀
⽞
の
部
分
的
な
引

用
の
箇
所
で
は
な
く
⽛
当
社
縁
起
⽜
の
内
容
で
あ
っ
た
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、
後

の
諏
訪
の
言
説
で
は
、
土
着
の
存
在
た
る
洩
矢
が
物
部
守
屋
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
な
る
（
⚘
））。
諏
訪
円
忠
の
編
著
に
関
し
て
は
、
主
に
⽝
画
詞
⽞
が
〈
国

譲
り
神
話
〉、⽝
講
式
⽞
が
〈
洩
矢
と
の
戦
い
〉
の
展
開
に
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
っ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

三

中
世
の
諏
訪
明
神
垂
迹
譚
と
国
譲
り
神
話

京
都
諏
訪
氏
の
祖
・
諏
訪
円
忠
の
手
に
な
る
⽝
画
詞
⽞
は
、
諏
訪
本
社
の
あ

る
諏
訪
地
方
で
作
ら
れ
た
縁
起
で
な
く
、
あ
く
ま
で
京
都
で
作
ら
れ
た
縁
起
で

あ
り
、
当
初
は
京
都
で
の
み
読
ま
れ
た
縁
起
だ
っ
た
（
⚙
）。⽝
画
詞
⽞
が
成
立
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
が
ひ
と
り
で
に
信
州
の
諏
訪
地
方
に
も

広
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諏
訪
地
方

に
⽝
画
詞
⽞
の
内
容
が
運
ば
れ
定
着
す
る
に
は
、
写
本
の
流
入
・
公
開
・
拡
散

の
よ
う
な
相
応
の
契
機
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
拙
稿
⽛⽝
諏
方
大
明
神

画
詞
⽞
諸
本
考
⽜（⽝
国
語
国
文
研
究
⽞
第
百
五
十
七
号
、
二
〇
二
一
年
八
月
）

で
検
討
し
た
諸
本
の
書
写
年
代
の
問
題

─
信
州
に
分
布
す
る
諸
本
の
祖
本

と
な
っ
て
い
る
権
祝
本
は
十
七
世
紀
を
遡
る
写
本
で
は
な
い

─
と
あ
わ
せ

て
考
え
る
と
、
中
世
の
諏
訪
地
方
に
お
い
て
は
⽝
画
詞
⽞
の
内
容
を
本
格
的
に

受
容
す
る
機
会
は
著
し
く
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
現

に
、
近
世
の
諏
訪
地
方
の
文
献
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
⽝
画
詞
⽞
の
影
響
を
受

け
た
国
譲
り
神
話
を
記
す
も
の
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
中
世
の
諏
訪
地
方
お

よ
び
そ
の
近
辺
に
お
い
て
は
、⽝
画
詞
⽞
と
同
様
の
国
譲
り
神
話
を
は
っ
き
り
と

記
す
文
献
は
見
ら
れ
な
い
。

以
下
、
関
係
す
る
文
献
の
例
を
挙
げ
、
中
世
諏
訪
に
お
け
る
⽝
画
詞
⽞
の
あ

り
方
を
確
認
す
る
。
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①
⽝
諏
訪
信
重
解
状
⽞

室
町
時
代
頃
の
諏
訪
上
社
の
縁
起
⽝
諏
訪
信
重
解
状
⽞（
以
下
⽝
信
重
解
状
⽞）

が
記
す
諏
訪
明
神
垂
迹
譚
で
は
、

右
、
謹
検
旧
貫
、
当
砌
昔
者
守
屋
大
臣
之
所
領
也
。
大
神
天
降
御
之
刻
、

大
臣
者
奉
禦
明
神
之
居
住
、
励
制
止
之
方
法
、
明
神
者
廻
可
為
御
敷
地
之

秘
計
。
或
致
諍
論
、
或
及
合
戦
之
処
、
両
方
難
決
雌
雄
（
10
）。

と
、⽛
大
神
⽜（
諏
訪
明
神
）
は
⽛
天
降
⽜
っ
た
存
在
で
あ
る
と
描
か
れ
て
お
り
、

⽝
画
詞
⽞
の
よ
う
な
国
譲
り
神
話
へ
の
言
及
は
一
切
な
い
。
諏
訪
明
神
が
天
降

る
と
い
う
こ
の
認
識
は
中
世
の
諏
訪
信
仰
の
中
で
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
、
諏
訪
社
の
有
力
な
分
社
の
一
つ
で
あ
る
信
濃
国
佐
久
郡
松
原
諏
方

神
社
の
南
北
朝
・
室
町
時
代
頃
の
縁
起
⽝
伊
那
古
大
松
原
大
明
神
縁
起
⽞
で
も
、

諏
訪
明
神
の
垂
迹
の
様
子
は
⽛
現
二
垂
迹
一
、
出
二
法
性
都
一
、
自
二
高
天
之
原
一

分
二
天
地
一
、
天
降
之
時
（
11
）⽜
と
、⽛
高
天
之
原
⽜
か
ら
の
⽛
天
降
⽜
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
な
お
、
金
沢
文
庫
に
伝
わ
る
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
写
の
⽝
陬
波

私
注
⽞
は
諏
訪
明
神
が
⽛
八
叫
鈴
⽜⽛
真
澄
鏡
⽜⽛
唐
鞍
⽜
の
三
つ
の
神
宝
を
携

え
て
天
竺
か
ら
諏
訪
へ
来
た
こ
と
を
断
片
的
に
記
す
が
、
こ
れ
は
⽝
信
重
解
状
⽞

に
お
い
て
諏
訪
明
神
が
天
降
り
の
際
に
⽛
真
澄
鏡
⽜⽛
八
栄
鈴
⽜⽛
唐
鞍
⽜⽛
轡
⽜

な
ど
を
携
え
て
い
た
と
記
さ
れ
る
の
と
通
じ
る
。
諏
訪
社
を
中
心
と
す
る
中
世

東
国
の
諏
訪
明
神
縁
起
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
国
譲
り
神
話
と
は
異
な
る

物
語
に
よ
っ
て
明
神
の
垂
迹
を
説
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。

な
お
、⽝
信
重
解
状
⽞
所
載
の
縁
起
譚
の
う
ち
、
田
村
麻
呂
の
高
丸
討
伐
譚
に

関
し
て
は
、⽝
画
詞
⽞
に
も
類
似
し
た
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、⽝
信

重
解
状
⽞
の
高
丸
討
伐
譚
に
は
字
句
レ
ベ
ル
で
⽝
画
詞
⽞
と
一
致
す
る
箇
所
が

（
そ
の
記
述
自
体
の
量
の
多
さ
に
比
し
て
）著
し
く
少
な
い
こ
と
、ま
た⽝
画
詞
⽞

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
国
譲
り
神
話
に
加
え
て
神
功
皇
后
三
韓
出
兵
譚
な
ど
の⽝
画
詞
⽞

の
他
の
主
要
な
縁
起
譚
の
多
く
も
⽝
信
重
解
状
⽞
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

さ
ら
に
⽝
信
重
解
状
⽞
の
冒
頭
で
諏
訪
明
神
の
垂
迹
譚
と
し
て
記
さ
れ
る
⽛
守

屋
大
臣
⽜（⽝
講
式
⽞
の
影
響
に
よ
り
物
部
守
屋
と
同
一
視
さ
れ
た
洩
矢
）
と
諏

訪
明
神
の
争
い
が
、⽝
画
詞
⽞
に
お
け
る
⽛
洩
矢
⽜
の
話
と
は
全
く
異
な
る
も
の

に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
⽝
信
重
解
状
⽞
は
⽝
画
詞
⽞

を
直
接
参
照
し
て
は
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。⽝
信
重
解
状
⽞
の
高
丸
討
伐
譚

の
話
の
流
れ
が
⽝
画
詞
⽞
と
似
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
、⽝
画
詞
⽞
が
素
材

と
し
た
（
諏
訪
あ
る
い
は
鎌
倉
な
ど
の
東
国
に
伝
わ
っ
て
い
た
）
高
丸
討
伐
譚

と
近
似
し
た
話
を
⽝
信
重
解
状
⽞
も
同
様
に
採
録
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

②
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞

室
町
時
代
頃
の
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
に
は
諏
訪
明
神
の
別
名
と
し
て
様
々
な
神

名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
頭
と
し
て
、

或
ハ
云
二
健
御
名
方
ノ
尊
ト
一
、
或
ハ
云
伊
勢
津
彦
ノ
尊
ト
一
、
且
ハ
名
ケ
二
天
照

太
神
ノ
魂
神
ト
一
、
且
ハ
号
二
大
己
貴
尊
ノ
権
体
ト
一
、
亦
称
二
広
田
明
神
ト
一
、

亦
ハ
称
ス
二
事
代
主
尊
ト
一
。
下
宮
ヲ
バ
亦
タ
八
坂
ノ
姫
ノ
之
云
二
豊
姫
神
ト
一
（
12
）。

と
⽛
健
御
名
方
尊
⽜
の
名
も
見
え
る
。
た
だ
し
触
れ
ら
れ
る
の
は
神
名
の
み
で
、

国
譲
り
神
話
は
や
は
り
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
の
第
一
讃
に
は
諏
訪
明
神
の
事
績
が
列
挙
さ
れ
る
箇

所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
、
田
村
麻
呂
の
高
丸
討
伐
、
開

成
王
子
の
般
若
書
写
、
良
忍
上
人
の
念
仏
勧
進
、
善
光
寺
へ
の
影
向
と
い
っ
た

⽝
画
詞
⽞
と
も
共
通
す
る
事
柄
が
ご
く
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
当
該
箇

所
で
善
光
寺
の
次
に
掲
げ
ら
れ
る
⽛
延
暦
寺
山
王
権
現
ノ
祠
壇
ニ
ハ
契
ル
二
永
代
之
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止
住
ヲ
一
⽜（
山
王
七
社
権
現
の
八
王
子
・
三
宮
を
諏
訪
明
神
と
す
る
説
（⽝
渓
嵐

拾
葉
集
⽞
等
所
載
）
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
）
に
相
当
す
る
縁

起
譚
は
⽝
画
詞
⽞
に
は
な
い
。
三
韓
出
兵
や
高
丸
討
伐
な
ど
に
触
れ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
⽝
画
詞
⽞
で
最
も
他
書
と
差
異
が
あ
る
国
譲
り
神
話
に
は
触
れ
な
い

こ
と
と
も
あ
わ
せ
て
、
一
連
の
記
述
が
や
は
り
⽝
画
詞
⽞
で
は
な
い
別
の
情
報

源
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
加
え
て
、⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
第
四
讃
に
は

モ
リ
ヤ
と
諏
訪
明
神
の
争
い
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
⽝
信
重
解
状
⽞

と
同
様
に
、⽝
画
詞
⽞
と
は
異
な
る
（⽝
講
式
⽞
の
影
響
を
受
け
た
）⽛
守
屋
大
臣
⽜

の
話
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
と
い
う
神
名
が
国
譲
り
神
話
を
伴
わ
ず
に
中
世
の
諏

訪
の
文
献
に
見
え
る
点
に
関
し
て
は
、タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
后
神
・
八
坂
刀
売（
ヤ

サ
カ
ト
メ
）
の
存
在
が
参
考
に
な
る
。
ヤ
サ
カ
ト
メ
の
名
は
⽝
古
事
記
⽞⽝
日
本

書
紀
⽞⽝
旧
事
本
紀
⽞
に
は
な
く
（⽝
画
詞
⽞
に
も
な
い
）、
古
代
の
文
献
の
中
で

は
六
国
史
の
う
ち
⽝
続
日
本
後
紀
⽞（
八
坂
刀
売
）、⽝
日
本
文
徳
天
皇
実
録
⽞（
八

坂
刀
売
）、⽝
日
本
三
代
実
録
⽞（
八
坂
刀
売
、
八
坂
刀
自
）
の
み
に
見
え
る
。
一

方
、
ヤ
サ
カ
ト
メ
に
相
当
す
る
名
は
右
掲
の
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
に
⽛
八
坂
姫
⽜

と
い
う
形
で
見
え
て
お
り
、
ま
た
安
土
桃
山
・
江
戸
初
期
頃
に
成
立
し
た
⽝
根

元
記
（
13
）⽞
に
も
前
宮
の
項
に
⽛
前
屋
佐
方
乙
女
命
⽜
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
六

国
史
の
う
ち
ヤ
サ
カ
ト
メ
の
神
名
を
記
す
⽝
続
日
本
後
紀
⽞⽝
日
本
文
徳
天
皇
実

録
⽞⽝
日
本
三
代
実
録
⽞
の
版
本
が
初
め
て
出
版
さ
れ
た
の
は
い
ず
れ
も
寛
文
年

間
で
あ
り
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞⽝
根
元
記
⽞
の
成
立
よ
り
後
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま

た
六
国
史
に
お
け
る
表
記
⽛
八
坂
刀
売
⽜⽛
八
坂
刀
自
⽜
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た

の
で
は
な
い
⽛
八
坂
姫
⽜⽛
屋
佐
方
乙
女
⽜
と
い
う
表
記
が
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞⽝
根

元
記
⽞
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ヤ
サ
カ
ト
メ
の
名
は
後
世
に
中

央
の
文
献
か
ら
受
容
さ
れ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
諏
訪
の
地
に
お
い
て
古

代
か
ら
（
多
少
変
容
し
つ
つ
）
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

そ
れ
と
同
様
に
、
夫
神
の
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
場
合
も
、
そ
れ
ま
で
全
く
忘
れ
去

ら
れ
て
い
た
神
名
が
⽝
古
事
記
⽞⽝
旧
事
本
紀
⽞⽝
画
詞
⽞
や
六
国
史
の
受
容
に

よ
り
突
如
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
名
自
体
は
諏
訪

社
の
神
の
名
と
し
て

─
中
世
に
は
⽛
諏
訪
（
大
）
明
神
⽜
の
称
が
常
用
さ
れ
、

そ
の
名
の
存
在
感
は
薄
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
る
が

─
諏
訪
に
お
い
て
古

代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
見
て
良
い
。
中
世
諏
訪
の
文
献
上
の
〈
タ
ケ
ミ
ナ

カ
タ
〉
の
名
は
、
出
雲
か
ら
の
敗
走
譚
を
持
つ
〈⽝
古
事
記
⽞
神
話
の
登
場
人
物

と
し
て
の
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
〉
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
直
接
の
関
係
を
持
た
な
い
、

天
降
り
な
ど
の
垂
迹
譚
を
持
つ
〈
諏
訪
で
信
仰
さ
れ
て
き
た
神
と
し
て
の
タ
ケ

ミ
ナ
カ
タ
〉
の
も
の
で
あ
っ
た
。

③
⽝
諏
訪
上
社
物
忌
令
⽞

室
町
時
代
頃
の
⽝
諏
訪
上
社
物
忌
令
⽞
の
中
に
、⽛
訪
二
其
濫
觴
一
、
或
称
二
他

国
応
生
之
霊
一
、
又
ハ
号
二
我
朝
根
本
之
神
一

（
14
）⽜

と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
う

ち
の
傍
線
部
、
諏
訪
明
神
を
⽛
我
朝
根
本
之
神
⽜
と
す
る
説
は
、⽝
画
詞
⽞
祭
絵

部
巻
第
一
の
⽛
垂
跡
ニ
付
テ
異
説
ア
リ
。
或
ハ
他
国
応
生
ノ
霊
、
或
ハ
我
朝
根

本
ノ
神
⽜
と
近
似
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
〈
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
神
代
に
お
い
て

地
上
世
界
を
自
発
的
に
譲
っ
た
神
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
功
績
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
天
皇
が
今
も
治
め
る
⽛
我
朝
⽜
は
成
立
し
た
の
だ
〉
と
い
う
諏
訪
円
忠

の
独
自
の
国
譲
り
神
話
理
解
か
ら
生
じ
た
文
句
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
拙
稿
⽛
諏
訪
明
神
縁
起
に
お
け
る
聖
徳
太
子
伝
の
受
容
と
展
開
─

⽝
諏
方
大
明
神
講
式
⽞を
中
心
に
─
⽜（⽝
國
學
院
雑
誌
⽞第
百
二
十
二
巻
第
五
号
、
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二
〇
二
一
年
五
月
）
に
て
詳
述
し
た
通
り
、⽝
諏
訪
上
社
物
忌
令
⽞
の
諏
訪
明
神

縁
起
部
分
は
⽝
画
詞
⽞
で
は
な
く
⽝
講
式
⽞
を
利
用
し
て
作
文
さ
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
箇
所
も
直
接
的
に
は
⽝
画
詞
⽞
で
な
く
⽝
講
式
⽞
の

⽛
或
称
二
他
国
応
生
之
霊
一
、
或
号
二
我
朝
根
本
之
神
一
⽜
を
参
照
し
た
も
の
と
見

る
ほ
か
な
い
。⽝
講
式
⽞
を
通
じ
た
間
接
的
な
影
響
の
例
と
は
言
い
得
る
も
の

の
、
こ
れ
も
や
は
り
⽝
画
詞
⽞
の
直
接
の
利
用
例
と
は
言
え
な
い
。
し
か
も
⽝
諏

訪
上
社
物
忌
令
⽞
で
は
そ
の
⽛
我
朝
根
本
之
神
⽜
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
称

な
の
か
（
す
な
わ
ち
明
神
の
事
績
と
し
て
の
国
譲
り
神
話
の
内
容
）
に
は
全
く

触
れ
ず
、
も
う
一
つ
の
⽛
他
国
応
生
之
霊
⽜
の
内
容
に
あ
た
る
、⽝
講
式
⽞
の
直

接
的
影
響
を
受
け
た
天
竺
か
ら
の
仏
教
的
垂
迹
譚
の
記
述
に
終
始
す
る
。
先
の

⽝
信
重
解
状
⽞
や
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
の
場
合
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中

世
諏
訪
で
は
同
じ
円
忠
の
編
著
で
も
⽝
講
式
⽞
の
方
が
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
中
世
の
諏
訪
地
方
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
は
⽝
画
詞
⽞

自
体
の
受
容
・
利
用
は
盛
ん
に
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中

世
の
諏
訪
の
言
説
は
、⽝
画
詞
⽞
と
同
根
の
も
の
も
部
分
的
に
含
み
つ
つ
も
、
多

く
の
場
合
、
既
存
言
説
を
再
編
成
し
た
編
纂
物
た
る
⽝
画
詞
⽞
そ
の
も
の
か
ら

は
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
（
15
）。

四

武
士
の
縁
起
書
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
に
お
け
る

⽝
画
詞
⽞
の
受
容
と
儒
教
的
再
解
釈

諏
訪
地
方
に
お
い
て
⽝
画
詞
⽞
が
本
格
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
写
本
の
形
と
し
て
の
代
表

例
が
諏
訪
上
社
社
家
の
権
祝
矢
島
家
に
伝
え
ら
れ
た
権
祝
本
で
あ
る
が
、ま
た
、

⽝
画
詞
⽞
を
利
用
し
て
新
た
な
縁
起
が
作
ら
れ
る
と
い
う
例
も
、
近
世
に
な
る
と

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
縁
起
の
中
で
も
初
期
の
も
の
と
見
な
せ

る
の
が
、
諏
訪
藩
三
代
藩
主
諏
訪
忠
晴
の
弟
盛
條
が
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

に
奉
納
し
た
と
奥
書
に
あ
る
縁
起
書
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
で
あ
る
。

⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
内
容
は
、⽛
天
地
一
道
也
万
物
一
理
也
⽜⽛
理
之

外
無
道
道
之
外
無
理
（
16
）⽜
な
ど
と
説
く
儒
教
的
な
文
言
に
は
じ
ま
り
、
国
譲
り
神

話
、
神
功
皇
后
の
三
韓
出
兵
、
そ
し
て
田
村
麻
呂
の
高
丸
討
伐
に
及
ぶ
。
こ
の

国
譲
り
・
三
韓
出
兵
・
高
丸
討
伐
の
三
種
の
縁
起
譚
の
記
述
は
、
こ
の
文
献
を

紹
介
し
た
二
本
松
泰
子
氏
が
叙
述
内
容
の
比
較
か
ら
既
に
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
に
（
17
）、⽝
画
詞
⽞
の
縁
起
絵
部
に
記
さ
れ
る
同
様
の
縁
起
譚
を
参
照
し
て
作
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
国
譲
り
の
部
分
を
今
改
め

て
確
認
す
る
と
、

初
天
照
太
神
高
皇
産
霊
尊
令
経
津
主
命
武
甕
槌
命
告
大
己
貴
命
曰
汝
宣
挙

葦
原
中
国
以
奉
天
孫
朕
亦
使
汝
孫
子

イ
マ
シ
カ
ウ
ミ
ノ
コ
ヲ

永
保
其
福
也
大
己
貴
命
以
此
言

告
二
事
代
主
命
一
事
代
主
命
許
諾
亦
以
告
二
此
神
一
此
神
不
二
肯
軽シ
ク

許サ
一
レ
之レ
ヲ

乃
手ニ

捧
二
千
引
石
一
而
来来
テ

曰ク

誰
出
二
此
言ヲ
一
者
吾レ

将ニ
ス

レ

闘

タ
ヽ
カ
ハ
シ
メ
ン
ハ

レ
力ヲ

矣【
❶
】

既
而
悛
ア
ラ
タ
メ

悔ニ

遂
挙
中
国
以
奉
天
孫
退
至
於
科
野
国
洲
羽
海
【
❷
】【
❸
】
可

謂
至
徳
也
已
民
無
得
而
称
焉
即
今ノ

之
所
謂
イ
ハ
ユ
ル

諏
方
大
明
神
是
也

と
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
に
と
っ
て
不
名
誉
な
描
写
で
あ
る
、
❶
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の

手
が
氷
や
剣
と
な
っ
た
こ
と
に
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
恐
れ
て
退
く
場
面
、
お
よ
び

タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
手
を
掴
ま
れ
て
投
げ
ら
れ
逃
げ
る
場
面（⽝
旧
事
本
紀
⽞の⽛
刃

故
尓
懼
而
退
居
尓
欲
取
建
御
名
方
神
手
乞
帰
而
取
者
如
取
若
葦
搤
批
而
投
離
即

逃
去
因
追
往
而
迫
⽜）、❷
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
殺
さ
れ
か
け
る
場
面（⽝
旧
事
本
紀
⽞

の⽛
将
殺
⽜）、❸
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
命
乞
い
を
す
る
場
面（⽝
旧
事
本
紀
⽞の⽛
恐
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矣
莫
殺
我
⽜）
が
、⽝
画
詞
⽞
と
同
様
に
存
在
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、⽝
画
詞
⽞

の
文
章
が
そ
の
ま
ま
引
き
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
内
容
的
に

も
必
ず
し
も
全
く
同
一
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
こ
で
は
、⽝
画
詞
⽞
の
内
容
を
再
解
釈
し
、
新
た
な
要
素
を
加
え
て
い
る
部

分
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
再
解
釈
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
な
記
述
が
、
傍
線

部
⽛
可
謂
至
徳
也
已
民
無
得
而
称
焉
⽜
で
あ
る
。
こ
の
一
文
と
対
応
す
る
も
の

は
⽝
画
詞
⽞
に
は
な
い
。
こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
一
文
な
の
か
。

こ
の
⽛
可
謂
至
徳
也
已
民
無
得
而
称
焉
⽜
と
共
通
す
る
文
言
は
、
実
は
⽝
論

語
⽞
に
見
え
る
。⽝
論
語
⽞
泰
伯
第
八
の
一
、⽛
子
曰
、
泰
伯
其
可
謂
至
徳
也
已

矣
。
三
以
天
下
讓
。
民
無
得
而
称
焉

（
18
）⽜

が
そ
れ
で
あ
る
。⽝
論
語
⽞
の
当
該
箇
所

は
、
周
の
古
公
亶
父
の
長
子
で
あ
る
泰
伯
が
、
末
子
の
季
歴
お
よ
び
そ
の
子
の

昌
（
文
王
）
に
後
を
継
が
せ
る
こ
と
を
望
む
古
公
亶
父
の
思
惑
を
知
り
、
自
ら

南
方
へ
退
き
季
歴
の
系
統
に
国
を
譲
っ
た
、
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
、
国
を
密

か
に
譲
っ
た
と
い
う
そ
の
泰
伯
の
行
為
こ
そ
が
、
民
も
知
り
称
え
る
こ
と
の
な

か
っ
た
⽛
至
徳
⽜
な
の
だ
、
と
孔
子
が
称
賛
す
る
文
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
⽛
可
謂
至
徳
也
已
民
無
得
而
称
焉
⽜
と
は
、

そ
う
し
た
泰
伯
の
事
績
と
そ
れ
に
対
す
る
孔
子
の
評
価
を
引
い
て
タ
ケ
ミ
ナ
カ

タ
の
事
績
に
重
ね
、
タ
カ
ミ
ナ
カ
タ
が
自
ら
葦
原
中
国
を
譲
っ
た
こ
と
を
儒
教

の
観
点
か
ら
⽛
至
徳
⽜
と
称
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
時
代
に
最
も
読
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
⽝
論
語
⽞
の
注
釈
書
に

朱
熹
の
⽝
論
語
集
注
⽞
が
あ
る
が
、
そ
の
中
の
泰
伯
第
八
の
一
に
対
す
る
注
釈

に
は
、⽛
夫
以
泰
伯
之
徳
、
当
商
周
之
際
、
固
足
以
朝
諸
侯
有
天
下
矣
。
乃
棄
不

取
、
而
又
泯
其
迹
焉
、
則
其
徳
之
至
極
為
如
何
哉
。
蓋
其
心
即
夷
斉
扣
馬
之
心
、

而
事
之
難
処
、
有
甚
焉
者
。
宜
夫
子
之
歎
息
而
讃
美
之
也
⽜（
そ
も
そ
も
泰
伯
ほ

ど
の
徳
を
具
え
て
殷
周
の
交
代
期
に
当
た
れ
ば
、
も
と
よ
り
諸
侯
た
ち
を
従
え

て
天
下
を
得
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
棄
て
て
取
ら
ず
、
そ
の
う
え
足

跡
を
く
ら
ま
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、其
の
徳
の
高
さ
は
ど
う
表
現
で
き
よ
う
か
。

そ
の
心
は
伯
夷
や
叔
斉
が
武
王
の
馬
を
抑
え
て
諫
め
た
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、

事
態
に
対
応
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
。
孔
子
が
嘆
息
し
て

賛
美
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
）
と
あ
る
。⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
に
お
け

る
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
事
績
の
解
釈
に
こ
の
⽝
論
語
集
注
⽞
の
泰
伯
観
が
重
ね
ら

れ
て
い
る
と
す
る
と
、タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
も〈
天
下
を
得
る
の
に
十
分
な
徳
を
持
っ

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
譲
っ
た
〉
存
在
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
武
力
か
ら
徳
へ
と
、
評
価
点
に
は
や
や
ず
れ
が
あ
る
も
の
の
、⽝
画
詞
⽞

の
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
解
釈
（
天
下
を
得
る
実
力
が
あ
り
な
が
ら
も
あ
え
て
国
を

譲
っ
た
）
が
こ
こ
に
も
部
分
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
⽝
論
語
⽞
を
利
用
し
た
国
譲
り
神
話
の
再
解
釈
、
お
よ
び
縁

起
冒
頭
の
⽛
理
⽜
や
⽛
道
⽜
を
説
く
長
文
の
存
在
か
ら
し
て
、⽝
信
州
諏
方
大
明

神
縁
起
⽞
は
儒
教
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
縁
起
書
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
儒
教
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
は
、
こ
の
縁
起
書
が
藩
主
の
弟
と
い

う
儒
教
・
朱
子
学
を
重
視
し
た
と
思
わ
れ
る
武
士
身
分
の
人
物
に
よ
っ
て
奉
納

さ
れ
た
と
す
る
伝
え
と
も
合
致
す
る
と
こ
ろ
で
、
諏
訪
盛
條
が
関
わ
っ
た
と
い

う
奥
書
も
信
憑
性
の
あ
る
も
の
と
見
て
良
い
と
考
え
る
（
19
）。⽝
画
詞
⽞
と
⽝
論
語
⽞

を
用
い
た
、
武
士
の
目
線
に
よ
る
諏
訪
明
神
縁
起
が
、
こ
の
⽝
信
州
諏
方
大
明

神
縁
起
⽞
の
国
譲
り
神
話
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
近
世
の
近
い
時
期
の
諏
訪
上
社
の
社
家
（
大
祝
諏
方
家
ら
）

が
作
成
し
た
縁
起
が
、
拙
稿
⽛
国
譲
り
神
話
と
近
世
諏
訪
明
神
縁
起
─
⽛
健
御

名
刀
命
⽜
の
神
話
を
め
ぐ
っ
て
─
⽜（⽝
古
事
記
年
報
⽞
第
六
十
四
号
、
二
〇
二
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二
年
三
月
）
で
詳
し
く
触
れ
た
⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、

儒
学
者
林
羅
山
の
⽝
本
朝
神
社
考
⽞
か
ら
国
譲
り
神
話
を
引
い
て
は
い
る
も
の

の
、⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
よ
う
に
⽝
論
語
⽞
を
引
用
す
る
よ
う
な
こ
と

は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
国
譲
り
神
話
の
内
容
は
⽝
画
詞
⽞
と
は
大
き
く

異
な
る
、⽛
健
御
名
刀
命
⽜
と
い
う
名
の
神
に
つ
い
て
の
話
と
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
れ
ら
の
成
立
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
諏
訪
地
方
・
諏
訪
社
に
お
い
て
影

響
力
を
持
っ
た
の
は
、
諏
訪
藩
主
家
の
人
間
が
関
わ
っ
た
⽝
信
州
諏
方
大
明
神

縁
起
⽞
で
は
な
く
、
大
祝
諏
方
家
ら
が
作
成
し
た
⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
で
あ
っ

た
。
十
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
多
数
頒
布
さ
れ
た
略
縁
起
類
に
は
、⽛
健
御
名

刀
命
⽜
を
天
神
・
天
降
る
神
と
す
る
と
い
う
、⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
と
地
続
き

で
あ
り
つ
つ
中
世
の
諏
訪
明
神
垂
迹
譚
（
前
節
参
照
）
の
要
素
を
も
取
り
入
れ

た
神
話
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
が
全
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
権
祝
矢
島
家
に
伝
わ
る
写
本

（
二
本
松
泰
子
氏
が
紹
介
・
翻
刻
し
た
も
の
）
の
他
、
守
矢
家
文
書
の
中
に
は
こ

の
縁
起
に
著
し
く
近
似
す
る
内
容
の
文
章
を
抄
出
し
て
収
載
し
た⽝
社
領
千
石
⽞

と
い
う
文
献
が
存
在
す
る
こ
と
も
確
認
で
き
て
お
り
、
上
社
の
社
家
の
内
部
で

は
こ
の
縁
起
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
こ
の
⽝
信
州
諏
方
大
明

神
縁
起
⽞
は
、⽝
信
府
統
記
⽞（
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
成
立
）
第
五
の
諏
訪

上
社
の
項
に
も
、⽛
信
州
上
諏
方
神
社
記
⽜
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
幕
末
頃
に
な
る
と
諏
訪
上
社
で
は
⽝
信
濃
国
一
宮
諏
方
本
宮
神
系

図
伝
略
⽞
と
い
う
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
を
中
心
と
し
た
神
の
系
図
を
刷
っ
て
頒
布
す

る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
系
図
に
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
事
績
の
説
明
と
し
て
付
さ

れ
た
次
の
文
は
、⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
国
譲
り
神
話
と
ほ
ぼ
同
一
の
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

初
メ
天
照
太
神
高
皇
産
霊
尊
令
テ
下
二
経
津
主
命
武
甕
槌
命
ヲ
一
告
ゲ
中
大
己

貴
命
ニ
上
曰
ク
汝
宜
ク
下
挙
テ
二
葦
原
中
国
ヲ
一
以
テ
奉
中
天
孫
ニ
上
朕
亦
使
シ
テ
下
二

汝
子
孫
ヲ
一
永
保
タ
中
其
福
ヲ
上
也
大
己
貴
命
以
テ
二
此
言
ヲ
一
告
グ
二
事
代
主
命

一
事
代
主
命
随
フ
レ
之
亦
以
告
グ
二
健
御
名
方
命
ニ
一
健
御
名
方
命
肯
テ
軽
ク
不

レ
随
レ
之
乃
チ
手
ニ
捧
テ
二
千
引
ノ
石
ヲ
一
而
来
曰
ク
誰
カ
出
セ
ン
二
此
言
ヲ
一
吾
レ

将
ニ
レ
競
レ
力
ヲ
矣
既
ニ
シ
テ
而
悛
メ
悔
テ
遂
ニ
挙
テ
二
中
国
ヲ
一
以
奉
二
天
孫
ニ
一
退

テ
至
リ
二
於
科
野
国
洲
羽
ノ
海
ノ
東
ニ
一
鎮
座
云
矣
（
20
）

こ
の
⽝
信
濃
国
一
宮
諏
方
本
宮
神
系
図
伝
略
⽞
が
頒
布
さ
れ
た
頃
の
諏
訪
上

社
大
祝
で
あ
る
諏
方
頼
武
（
大
祝
在
職
期
間
：
一
八
四
一
～
一
八
六
五
）
は
、

後
述
す
る
平
田
門
下
の
国
学
者
松
沢
義
章
に
国
学
を
学
ん
だ
（
21
）人
物
で
、
幕
末
頃

の
上
社
は
国
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
上
社
が
発
信

し
て
い
た
⽛
健
御
名
刀
命
⽜
天
神
説
の
よ
う
な
⽝
古
事
記
⽞
な
ど
の
説
と
著
し

く
乖
離
し
た
話
は
国
学
の
視
点
か
ら
回
避
し
た
い
が
、⽝
古
事
記
⽞
そ
の
も
の
の

説
は
諏
訪
明
神
の
由
来
と
し
て
載
せ
る
に
は
不
名
誉
で
憚
ら
れ
る
、
と
い
う
よ

う
な
判
断
か
ら
、
穏
当
で
使
い
や
す
い
縁
起
譚
と
し
て
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁

起
⽞
所
載
の
も
の
が
選
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、⽝
信
州
諏
方
大
明

神
縁
起
⽞
に
と
っ
て
肝
心
の
⽛
可
謂
至
徳
也
已
民
無
得
而
称
焉
⽜
と
い
う
末
尾

の
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
に
対
す
る
評
価
は
、
こ
こ
で
は
省
か
れ
て
い
る
。
国
学
と
繋

が
り
の
あ
る
頃
の
も
の
で
あ
る
た
め
、儒
教
的
な
評
価
を
嫌
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
戸
時
代
前
期
頃
に
⽝
画
詞
⽞
の
影
響
の
も
と
成
立
し
た
⽝
信

州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
国
譲
り
神
話
は
、
百
五
十
年
以
上
の
時
を
経
て
遂
に

一
般
民
衆
に
広
ま
る
機
会
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
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五
⽝
画
詞
⽞
写
本
と
近
世
の
諏
訪
上
下
社
・
国
学
者

⽝
画
詞
⽞の
諏
訪
地
方
に
お
け
る
本
格
的
な
受
容
は
、明
暦
三
年（
一
六
五
七
）

に
六
十
三
歳
で
死
去
し
た
諏
訪
上
社
権
祝
矢
島
綱
政
に
よ
る
、
信
濃
国
伊
那
郡

南
原
（
長
野
県
飯
田
市
下
久
堅
南
原
）
文
永
寺
に
お
け
る
⽝
画
詞
⽞
書
写
を
契

機
と
し
て
は
じ
ま
る
。
そ
の
権
祝
綱
政
書
写
本
に
近
い

─
あ
る
い
は
権
祝

綱
政
書
写
本
そ
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る

─
写
本
で
あ
る
権
祝
本
（
権
祝

矢
島
家
に
伝
来
）
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
を
祖
本
と
し
た
大
祝
本
・
村
井
本
・

続
群
書
類
従
本
・
松
沢
本
・
蕗
原
拾
葉
本
・
八
洲
文
藻
本
・
金
刺
高
野
本
・
金

刺
飯
田
本
と
い
っ
た
諸
本
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
諸
本
の
中

に
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
国
学
者
村
井
古
巌
が
林
崎
文
庫
に
奉
納
し

た
多
く
の
書
物
の
中
の
一
つ
で
あ
る
村
井
本
、
黒
河
春
村
書
写
本
を
底
本
と
す

る
続
群
書
類
従
本
、
ま
た
叢
書
の
中
に
収
め
ら
れ
る
蕗
原
拾
葉
本
・
八
洲
文
藻

本
の
よ
う
に
、
諏
訪
信
仰
お
よ
び
⽝
画
詞
⽞
へ
の
特
別
な
興
味
か
ら
書
写
さ
れ

た
も
の
と
い
う
よ
り
、
単
に
国
学
者
が
蒐
集
し
た
多
数
の
古
典
籍
の
一
つ
で

あ
っ
た
り
、
叢
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
膨
大
な
量
の
古
典
籍
の
一
つ
で
あ
っ

た
り
と
い
っ
た
位
置
付
け
の
写
本
も
多
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
写
本

で
あ
る
村
井
本
・
続
群
書
類
従
本
・
蕗
原
拾
葉
本
・
八
洲
文
藻
本
の
う
ち
、
信

濃
国
高
遠
藩
の
儒
学
者
で
あ
る
中
村
元
恒
・
元
起
父
子
が
信
濃
の
文
献
を
集
成

す
る
た
め
に
編
ん
だ
⽝
蕗
原
拾
葉
⽞
に
収
録
さ
れ
る
蕗
原
拾
葉
本
以
外
は
、
そ

も
そ
も
信
濃
で
は
な
い
場
で
作
成
さ
れ
た
本
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
大
祝
本
・
松
沢
本
・
金
刺
高
野
本
・
金
刺
飯
田
本

が
、
諏
訪
社
・
諏
訪
地
方
と
関
わ
り
の
深
い
写
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

そ
の
う
ち
大
祝
本
（
大
祝
諏
方
家
文
書
）
は
書
写
年
代
不
明
の
写
本
で
あ
り
、

そ
の
大
祝
本
を
利
用
し
た
上
社
大
祝
家
の
⽝
画
詞
⽞
関
連
の
活
動
は
目
立
っ
た

も
の
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
幕
末
以
前
の
近
世
の

上
社
に
お
い
て
公
式
の
縁
起
と
し
て
扱
わ
れ
重
視
さ
れ
た
の
は
大
祝
ら
が
江
戸

幕
府
に
提
出
し
た
⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
に
連
な
る
縁
起
譚
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
の
中
で
説
か
れ
た
⽛
健
御
名
刀
命
⽜
の
神
話
は
、

大
祝
家
所
縁
の
縁
起
⽝
信
重
解
状
⽞
の
⽛
天
降
⽜
の
神
話
と
も
接
点
を
持
ち
、

形
を
変
え
な
が
ら
、
近
世
後
期
ま
で
諏
訪
上
社
の
公
式
の
縁
起
と
し
て
発
信
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
⽝
画
詞
⽞
に
関
し
て
は
、
近
世
に
入
っ
て
か
ら
も
し

ば
ら
く
の
間
は
、
上
社
の
中
で
は
諏
訪
明
神
の
垂
迹
縁
起
を
記
す
も
の
と
し
て

は
さ
ほ
ど
重
ん
じ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
（
22
）。

一
方
、
諏
訪
下
社
に
お
け
る
近
世
の
縁
起
を
め
ぐ
る
活
動
に
つ
い
て
は
資
料

が
少
な
く
不
明
点
が
多
い
が
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
は
、⽝
画
詞
⽞
の
影

響
を
窺
わ
せ
る
垂
迹
譚
を
冒
頭
に
記
す
⽛
奉
願
口
上
覚
⽜（
桃
井
家
文
書
五
九
）

と
い
う
次
の
よ
う
な
文
書
を
、
下
社
禰
宜
大
夫
桃
井
氏
が
寺
社
奉
行
に
提
出
し

て
い
る
。

信
濃
国
一
宮
下
諏
訪
明
神
者
、
大
己
貴
命
之
御
子
神
に
而
御
名
を
建
御
名

方
命
与
奉
称
。
延
喜
式
神
名
帳
名
神
大
二
座
。
父
神
天
下
経
営
之
後
御
譲

を
被
為
請
、
芦
原
中
津
国
を
領
請
之
所
、
天
神
之
勅
命
に
依
而
鹿
島
香
取

両
神
出
雲
国
へ
下
向
之
砌
、
国
を
争
給
而
千
引
石
を
手
末
に
棒
に

（
マ
マ
）

而
、
力

競
を
成
給
、
又
剣
を
取
て
勇
猛
を
願

（
顕
カ
）

、【
❶
】
神
兵
を
率
而
、
信
濃
国
州

羽
海
に
至
給
【
❷
】
時
、【
❸
】
芦
原
中
津
国
者
天
孫
可
持

（
捧
カ
）

。
国
を
以
神
（
父
脱
カ
）

之
譲
と
し
て
他
国
に
不
行
と
御
誓
約
有
。
是
当
社
鎮
座
之
濫
觴
に
御

座
候
（
23
）。
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こ
の
中
の
傍
線
部
に
お
い
て
、
❶
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
手
が
氷
や
剣
と
な
っ
た

こ
と
に
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
恐
れ
て
退
く
場
面
と
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
手
を
掴
ま

れ
て
投
げ
ら
れ
逃
げ
る
場
面
、
❷
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
殺
さ
れ
か
け
る
場
面
、
❸

タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
命
乞
い
を
す
る
場
面
の
三
点
が
な
い
、⽝
画
詞
⽞
式
の
国
譲
り

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
剣
に
関
す
る
行
為
が
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
の
武
勇
を
示

す
も
の
に
な
っ
て
い
る
点
も
、⽝
画
詞
⽞を
受
け
継
い
だ
記
述
と
言
え
る
。
な
お
、

桃
井
家
文
書
に
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
国
譲
り
神
話
を
記
し
た
⽛
乍
恐
口
上
書
を

以
奉
申
上
候
⽜（
桃
井
家
文
書
五
五
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
禰
宜
大
夫
桃

井
氏
が
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
も
の
）
と
い
う
文
書
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
少
な
く
と
も
天
保
年
間
以
降
に
は
、⽝
画
詞
⽞
に
部
分
的
に
準
拠
し
た
よ
う

な
内
容
の
神
話
を
下
社
側
は
記
し
て
い
た
（
24
）。

そ
し
て
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
は
実
際
に
、
下
社
側
に
も
⽝
画
詞
⽞
の
写
本

が
存
在
し
た
。⽝
画
詞
⽞
現
存
写
本
の
う
ち
金
刺
高
野
本
（
お
よ
び
翻
刻
に
よ
っ

て
の
み
内
容
を
確
認
で
き
る
金
刺
飯
田
本
）
は
、
近
世
後
期
の
諏
訪
下
社
大
祝

で
あ
り
平
田
門
下
の
国
学
者
で
も
あ
っ
た
金
刺
信
古（
一
八
一
八
～
一
八
五
九
。

今
井
信
古
と
も
。
下
社
武
居
祝
今
井
氏
の
出
身
）
に
よ
る
書
写
本
（
金
刺
信
古

本
）
を
祖
本
と
す
る
が
、
そ
の
金
刺
信
古
本
は
、
権
祝
本
を
底
本
と
し
神
長
官

守
矢
家
の
神
長
本
と
自
ら
の
家
の
武
居
祝
本
に
よ
っ
て
校
合
を
加
え
た
写
本
で

あ
っ
た
こ
と
が
、
金
刺
高
野
本
・
金
刺
飯
田
本
の
本
奥
書
よ
り
判
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
下
社
に
は
少
な
く
と
も
、
大
祝
金
刺
信
古
が
書
写
・
校
合
し
た
本
で

あ
る
金
刺
信
古
本
、
お
よ
び
さ
ら
に
そ
れ
以
前
か
ら
武
居
祝
家
に
伝
わ
っ
て
い

た
武
居
祝
本
が
あ
り
、
そ
う
し
た
写
本
（
年
代
を
考
え
る
と
武
居
祝
本
か
）
を

元
に
し
て
、
先
述
の
禰
宜
大
夫
桃
井
氏
が
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
よ
う
な
諏
訪

明
神
縁
起
が
形
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
下
社
の
金
刺
信
古
本
の
存
在
は
、
信
古
と
関
わ
る
国
学
者
と
そ
の
周

辺
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
⽝
画
詞
⽞
の
流
通
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

ら
し
い
。
例
え
ば
、
信
古
と
交
友
関
係
に
あ
っ
た
上
田
の
国
学
者
成
沢
寛
経
は

金
刺
信
古
本
の
書
写
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
成
沢
寛
経
本
を
書
写
し
た
の
が
松

代
藩
士
高
野
武
貞
の
金
刺
高
野
本
で
あ
っ
た
（
25
）。
加
え
て
、⽝
日
本
書
紀
通
釈
⽞
の

著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
諏
訪
藩
出
身
の
国
学
者
飯
田
武
郷
の
所
持
本
で
あ
っ
た

金
刺
飯
田
本
も
、
金
刺
信
古
本
・
成
沢
寛
経
本
を
経
由
し
た
写
本
で
あ
る
。

六

国
学
者
松
沢
義
章
の
⽝
画
詞
⽞
書
写
と
利
用

先
に
列
挙
し
た
権
祝
本
を
祖
本
と
す
る
現
存
諸
本
（
大
祝
本
・
村
井
本
・
続

群
書
類
従
本
・
松
沢
本
・
蕗
原
拾
葉
本
・
八
洲
文
藻
本
・
金
刺
高
野
本
・
金
刺

飯
田
本
）
の
う
ち
、
松
沢
本
に
つ
い
て
は
唯
一
ど
の
よ
う
な
写
本
で
あ
る
か
前

節
で
は
触
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
写
本
も
⽝
画
詞
⽞
の
利
用
と
い
う
観
点

か
ら
見
る
と
特
徴
的
な
写
本
で
あ
る
。
松
沢
本
は
、
金
刺
信
古
と
交
友
関
係
に

あ
っ
た
平
田
門
下
の
国
学
者
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
諏
訪
上
社
の
近
世
後

期
・
幕
末
頃
の
大
祝
諏
方
頼
武
の
国
学
に
お
け
る
師
で
も
あ
っ
た
松
沢
義
章
に

よ
っ
て
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
書
写
さ
れ
た
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
金

刺
信
古
本
を
経
由
し
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
書
写
態
度

は
、
自
ら
が
誤
り
と
判
断
し
た
箇
所
に
（
他
本
と
の
校
合
な
ど
の
作
業
を
経
ず

に
）
独
自
に
朱
で
訂
正
を
加
え
、
時
に
は
大
幅
な
字
句
の
挿
入
も
辞
さ
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
態
度
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
冒
頭
の
国
譲
り
の
部
分
で
、
他

本
で
は
⽛
先
其
御
手
ヲ
取
テ
則
氷
ヲ
成
立
又
剣
ヲ
取
来
テ
（
成
）

科
野
ノ
国
洲
羽
ノ
海
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ニ
至
ル
時
⽜
と
あ
る
箇
所
が
、
松
沢
本
で
は
⽛
先
其
御
手
ヲ
取
テ
ム
ト
欲
フ
故

其
手
ヲ
取
シ
ム
レ
ハ
則
立
氷
ト
取
ヲ
成
立
又
剣
ヲ
ノ
刃
ト
取
ナ
ス
追
来
テ

科
野
ノ
国
洲
羽
ノ
海
ニ
至
ル
時
（
26
）⽜（
朱
筆
部
分
を
傍
線
で
示
し
た
。
囲
み
線
の

箇
所
は
、
松
沢
本
に
松
沢
義
章
自
身
が
付
し
た
序
文
に
よ
れ
ば
⽛
捨
べ
き
し
る

し
⽜
で
あ
る
と
い
う
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
朱
に
よ
る
挿
入
部
分
は
、
元
の

⽝
画
詞
⽞
に
お
い
て
省
か
れ
て
い
た
〈
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
に
自
ら

の
手
を
取
ら
せ
た
〉〈
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
を
追
っ
た
〉
な
ど
の
要

素
を
再
び
補
っ
た
も
の
で
、⽝
旧
事
本
紀
⽞
を
読
み
換
え
て
独
自
の
国
譲
り
神
話

を
語
っ
て
い
た
は
ず
の
⽝
画
詞
⽞
を
わ
ざ
わ
ざ
⽝
旧
事
本
紀
⽞
に
準
拠
し
た
内

容
に
戻
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
義
章
は
自
身
の
著
作
⽝
顕
幽
本
記
⽞（
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
に
執
筆
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
訂
正
を
加
え
て
成
立
）
に

お
い
て
〈
幽
冥
事
を
司
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
正
統
後
継
者
に
最
も
相
応
し
い
の

は
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
で
あ
る
〉
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
る
が
（
27
）、
当
該
主
張
を
補

強
で
き
そ
う
な
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
⽝
画
詞
⽞
の
国
譲
り
神
話
を
そ

の
中
で
引
い
て
い
な
い
の
も
、
右
に
見
た
よ
う
に
義
章
が
⽝
画
詞
⽞
の
写
本
に

見
え
る
国
譲
り
の
記
述
を
誤
り
だ
と
捉
え
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
国
譲
り
以
外
の
部
分
に
関
し
て
言
う
と
、
む
し
ろ
義
章
は
頻
繁
に

⽝
画
詞
⽞
を
利
用
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
諏
訪
藩
の
家
老
千
野
氏
の
命
を
奉
じ
て

国
書
・
古
記
に
見
え
る
諏
訪
に
関
係
す
る
記
述
を
抄
出
し
年
代
順
に
並
べ
た
義

章
の
著
作
⽝
奉
令
集
⽞
で
は
、
史
料
の
一
つ
と
し
て
⽝
画
詞
⽞
の
記
事
を
数
多

く
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、⽝
洲
羽
国
考
⽞（
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
執
筆
、

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
訂
正
を
加
え
て
成
立
）
で
は
、
神
功
皇
后
の
三
韓

出
兵
、田
村
麻
呂
の
高
丸
討
伐
、金
刺
盛
澄
の
事
績
な
ど
の
事
柄
に
つ
い
て⽝
画

詞
⽞
の
記
述
を
参
照
し
て
お
り
、⽝
顕
幽
本
記
⽞
で
は
、
中
先
代
の
乱
の
後
に
諏

訪
頼
継
が
大
祝
に
復
帰
し
た
話
や
、
杲
円
（
平
頼
綱
）
と
諏
訪
社
の
頭
役
と
の

間
の
ト
ラ
ブ
ル
の
話
、洩
矢
と
諏
訪
明
神
の
争
い
の
話
な
ど
様
々
な
記
事
を⽝
画

詞
⽞
に
拠
っ
て
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
⽝
画
詞
⽞

を
利
用
し
た
人
物
は
、
こ
れ
以
前
に
は
確
認
で
き
な
い
。

特
に
洩
矢
と
の
争
い
の
話
に
つ
い
て
⽝
画
詞
⽞
を
参
照
し
て
い
る
点
は
、
諏

訪
明
神
垂
迹
譚
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
一
つ
の
転
換
点
と
見
な
せ

る
。⽝
顕
幽
本
記
⽞
の
洩
矢
の
話
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

又
藤
島
大
明
神
と
称タ
タ
フ

る
は
、
大
御
神
此
地
を
内
縣
と
定
め
玉
ひ
、
大
宮
造

り
為
玉
は
む
と
思
ほ
し
食
し
時
、
守
屋
神
と
い
ふ
神
元
よ
り
此
地
を
領ウ
シ

は

き
て
在
け
る
が
、
大
御
神
を
此
地
に
入
れ
奉
ら
じ
と
距コ
バ

み
防
ぎ
奉
り
し
か

ば
、
藤
島
大
明
神
に
詔ノ
リ

玉
ひ
て
其
を
伐
し
め
玉
ひ
け
れ
ば
、
守
屋
神
力
及

ば
で
従
ひ
奉
り
て
他
所
に
去
れ
り
。
此
は
画
詞
の
書
に
徴
文
あ
り

（
28
）。

中
世
の
⽝
講
式
⽞
以
来
、
洩
矢
は
物
部
守
屋
と
同
一
視
さ
れ
、
洩
矢
と
の
争

い
の
物
語
は
長
ら
く
物
部
守
屋
（
守
屋
大
臣
・
守
屋
逆
臣
）
と
の
争
い
と
見
な

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
近
世
後
期
に
な
る
と
、
寛
政
年
間
頃
の
地
誌
⽝
諏
方
誌
⽞

の
よ
う
に
、⽝
日
本
三
代
実
録
⽞の
版
本
の（
誤
写
あ
る
い
は
誤
刻
よ
り
生
じ
た
）

記
述
か
ら
〈
諏
訪
明
神
に
反
抗
し
た
モ
リ
ヤ
は
物
部
守
屋
で
な
く
⽛
守
宅
神
⽜

と
い
う
地
主
神
だ
〉と
す
る
主
張
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
29
）。
そ
れ
に
続
い
て
、

諏
訪
明
神
と
対
立
し
た
の
は
諏
訪
の
地
を
本
来
領
し
て
い
た
⽛
守
屋
神
と
い
ふ

神
⽜
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
⽝
画
詞
⽞
に
即
し
た
形
で
言
っ
て
い
る
の
が

こ
の
⽝
顕
幽
本
記
⽞
で
あ
る
。
右
の
引
用
文
の
直
後
に
触
れ
ら
れ
る
橋
原
村
の

⽛
守
屋
大
明
神
⽜（
今
の
岡
谷
市
川
岸
東
橋
原
区
の
洩
矢
神
社
）
に
合
わ
せ
て
か

⽛
洩
矢
⽜
の
表
記
は
⽛
守ㅟ

屋ㅟ

神
⽜
と
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、⽛
守
屋
神
と
い
ふ

神
⽜
と
い
う
言
及
の
仕
方
は
、
こ
れ
が
著
名
な
存
在
で
あ
る
物
部
守
屋
で
な
く
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諏
訪
の
ロ
ー
カ
ル
な
土
着
の
存
在
〈
モ
リ
ヤ
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
⽛
守
屋
神
⽜
と
実
際
に
直
接
対
峙
し
戦
う

神
を
⽛
大
御
神
⽜（
諏
訪
明
神
）
で
は
な
く
、
大
御
神
に
命
令
さ
れ
る
⽛
藤
島
大

明
神
⽜
で
あ
る
と
明
確
に
示
し
て
い
る
点
も
、⽝
画
詞
⽞
に
則
っ
た
記
述
と
な
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
後
期
以
降
の
国
学
者
ら
の
活
動
を
経
て
、⽝
画
詞
⽞
は

よ
う
や
く
諏
訪
社
の
縁
起
書
の
中
で
も
重
要
な
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
、
利
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七

お
わ
り
に

南
北
朝
時
代
の
京
都
で
作
成
さ
れ
た
⽝
画
詞
⽞
は
、
そ
の
京
都
の
地
に
お
い

て
は
原
本
を
中
心
と
し
た
利
用
が
成
立
以
来
な
さ
れ
て
い
た
が
、
諏
訪
地
方
に

お
い
て
盛
ん
に
受
容
・
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
世
、
特
に
そ
の
後
期

以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
世
の
諏
訪
で
は
⽝
画
詞
⽞

の
縁
起
譚
を
再
構
成
し
た
⽝
講
式
⽞
が
大
き
な
直
接
的
・
間
接
的
影
響
を
及
ぼ

し
て
お
り
、
近
世
後
期
ま
で
に
語
ら
れ
る
〈
モ
リ
ヤ
〉
を
め
ぐ
る
諏
訪
明
神
垂

迹
譚
・
社
家
の
氏
祖
伝
承
の
多
く
は
⽝
講
式
⽞
を
契
機
と
す
る
変
容
の
系
譜
に

連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
近
世
に
は
⽝
画
詞
⽞
を
利
用
し
て
⽝
信
州
諏

方
大
明
神
縁
起
⽞
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
所
載

の
国
譲
り
神
話
の
一
部
は
幕
末
頃
に
な
っ
て
⽝
信
濃
国
一
宮
諏
方
本
宮
神
系
図

伝
略
⽞
と
い
う
形
で
頒
布
さ
れ
た
。
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
松
沢
義
章
・

金
刺
信
古
・
成
沢
寛
経
・
飯
田
武
郷
ら
平
田
門
下
の
国
学
者
た
ち
を
中
心
と
し

て
⽝
画
詞
⽞
自
体
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
代
に
至
る
こ
と
と
な

る
。明

治
期
の
諏
訪
明
神
縁
起
の
発
信
は
主
に
旧
神
長
官
の
守
矢
家
（
特
に
、
幕

末
の
神
長
官
守
矢
実
顕
の
子
で
あ
る
実
久
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
そ
の
守
矢

実
久
が
著
し
た
⽝
諏
訪
神
社
略
縁
起
（
30
）⽞
に
記
さ
れ
る
国
譲
り
・
三
韓
出
兵
・
高

丸
討
伐
・
蒙
古
襲
来
と
い
っ
た
縁
起
譚
は
、⽝
画
詞
⽞
尊
重
の
風
潮
を
反
映
し
て

か
、
ほ
と
ん
ど
⽝
画
詞
⽞
に
準
拠
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
31
）。

同
じ
く
守
矢
実
久
に
よ
り
明
治
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
⽝
神
長
守
矢
氏
系
譜
⽞

と
い
う
系
図
で
は
、⽛
守
宅
神
⽜
の
父
（
守
矢
氏
の
祖
神
）
と
し
て
⽛
洩
矢
神
⽜

が
置
か
れ
、
さ
ら
に
国
譲
り
神
話
と
連
続
す
る
話
と
し
て
⽛
洩
矢
神
⽜
と
の
神

戦
譚
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
出
雲
か
ら
来
た
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
そ
の
ま
ま

続
い
て
⽛
洩
矢
神
⽜
と
戦
う
こ
と
と
な
る
）。⽝
三
代
実
録
⽞
版
本
よ
り
生
じ
た

⽛
守
宅
神
⽜
を
そ
の
ま
ま
守
矢
氏
の
祖
神
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
上
に

⽛
洩ㅟ

矢ㅟ

神
⽜
な
る
神
を
配
す
る
の
は
、⽝
画
詞
⽞
に
登
場
す
る
の
が
⽛
洩
矢
⽜
で

あ
る
こ
と
と
の
整
合
性
を
重
視
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
（
32
）。
ま
た
、⽛
洩
矢

神
⽜
の
記
事
の
直
後
に
は
参
考
資
料
と
し
て
種
々
の
文
献
が
引
用
さ
れ
る
が
、

そ
の
筆
頭
に
は
、
当
時
⽝
画
詞
⽞
よ
り
成
立
年
代
が
古
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た

は
ず
の
⽝
信
重
解
状
⽞
や
⽝
諏
訪
上
社
物
忌
令
⽞
を
押
し
の
け
て
⽝
画
詞
⽞
の

⽛
洩
矢
⽜
の
話
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
⽝
画
詞
⽞
重
視
の
姿
勢
を
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。

そ
の
後
、⽝
画
詞
⽞
や
⽝
神
長
守
矢
氏
系
譜
⽞
は
諏
訪
地
方
の
歴
史
に
関
す
る

一
大
叢
書
⽝
諏
訪
史
料
叢
書
⽞（
一
九
二
五
年
よ
り
随
時
刊
行
、
全
三
十
六
巻
）

に
収
録
さ
れ
、
諏
訪
信
仰
の
重
要
史
料
と
し
て
近
代
的
な
研
究
の
俎
上
に
載
せ

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。⽝
画
詞
⽞
と
い
う
文
献
の
現
在
の
位
置
付
け
は
、

中
世
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
構
築
さ
れ
て
き
た
も
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の
で
あ
っ
た
。

〈
注
〉

（
⚑
）
二
本
松
康
宏
⽛
諏
訪
縁
起
の
変
容
─
陬
波
大
王
か
ら
甲
賀
三
郎
へ
⽜（
福

田
晃
・
徳
田
和
夫
・
二
本
松
康
宏
編
⽝
諏
訪
信
仰
の
中
世

神
話
・
伝

承
・
歴
史
⽞
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
一
一
四
頁
。

（
⚒
）
二
本
松
康
宏
、
注
⚑
前
掲
論
文
、
一
一
四
頁
。

（
⚓
）
そ
れ
ま
で
諏
訪
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
話
（
国
譲
り
神
話
な
ど
）
を

取
り
入
れ
た
り
部
分
的
に
新
た
な
要
素
を
組
み
込
ん
だ
り
し
て
い
る
箇

所
も
あ
れ
ば
、
他
文
献
と
比
較
し
て
相
対
的
に
諏
訪
在
地
の
縁
起
譚
の

古
態
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
。

（
⚔
）
⽝
諏
方
大
明
神
画
詞
⽞
の
引
用
は
近
藤
喜
博
・
宮
地
崇
邦
編
⽝
中
世
神
仏

説
話

続
々
⽞（
古
典
文
庫
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
り
、
私
に
濁
点
を
付

し
た
。
な
お
本
稿
で
は
、国
譲
り
神
話
を
記
す
文
献
の
引
用
に
際
し
て
、

⽝
旧
事
本
紀
⽞
か
ら
の
省
略
箇
所
を
黒
丸
数
字
【
❶
】・【
❷
】・【
❸
】
で

示
す
場
合
が
あ
る
。

（
⚕
）
⽝
先
代
旧
事
本
紀
⽞
の
引
用
は
工
藤
浩
・
松
本
直
樹
・
松
本
弘
毅
校
注
・

訳
⽝
先
代
旧
事
本
紀
注
釈
⽞（
花
鳥
社
、
二
〇
二
二
年
）
に
よ
る
。

（
⚖
）
拙
稿
⽛⽝
先
代
旧
事
本
紀
⽞
の
受
容
と
神
話
の
変
奏
─
神
社
関
連
記
事
の

利
用
を
め
ぐ
っ
て
─
⽜（⽝
國
學
院
雑
誌
⽞
第
百
二
十
一
巻
第
十
号
、
二

〇
二
〇
年
十
月
）
参
照
。

（
⚗
）
⽝
諏
方
大
明
神
講
式
⽞
の
引
用
は
⽝
神
道
大
系
⽞
神
社
編
三
十

諏
訪
に

よ
る
。

（
⚘
）
拙
稿
⽛
諏
訪
明
神
縁
起
に
お
け
る
聖
徳
太
子
伝
の
受
容
と
展
開
─
⽝
諏

方
大
明
神
講
式
⽞
を
中
心
に
─
⽜（⽝
國
學
院
雑
誌
⽞
第
百
二
十
二
巻
第

五
号
、
二
〇
二
一
年
五
月
）、⽛
諏
訪
信
仰
に
お
け
る
聖
徳
太
子
伝
の
影

響
─
物
部
守
屋
に
注
目
し
て
─
⽜（⽝
伝
承
文
学
研
究
⽞
第
七
十
号
、
二

〇
二
一
年
八
月
）
参
照
。

（
⚙
）
京
都
に
お
い
て
は
有
力
者
に
対
し
て
⽝
画
詞
⽞
原
本
の
進
覧
が
度
々
行

わ
れ
た
ほ
か
、⽝
画
詞
⽞
原
本
を
持
ち
伝
え
た
京
都
諏
訪
氏
は
、⽝
講
式
⽞

の
例
以
外
に
、
系
図
や
鷹
書
の
作
成
、
そ
し
て
狩
猟
の
特
権
の
主
張
な

ど
に
も
⽝
画
詞
⽞
を
利
用
し
た
。
な
お
、
京
都
で
の
⽝
画
詞
⽞
利
用
の

様
相
に
つ
い
て
は
拙
稿
⽛⽝
諏
方
大
明
神
画
詞
⽞
諸
本
考
⽜
に
て
整
理
を

行
っ
て
い
る
。

（
10
）
⽝
諏
訪
信
重
解
状
⽞
の
引
用
は
⽝
諏
訪
市
史
⽞
上
巻
（
諏
訪
市
、
一
九
九

五
年
）
所
載
の
影
印
に
よ
り
、
私
に
句
読
点
、
傍
線
を
付
し
た
。

（
11
）
⽝
伊
那
古
大
松
原
大
明
神
縁
起
⽞
の
引
用
は
二
本
松
康
宏
⽛
諏
訪
縁
起
の

再
創
生
─
⽝
伊
那
古
大
松
原
大
明
神
縁
起
⽞
の
情
景
─
⽜（
二
本
松
康
宏

編
⽝
諏
訪
信
仰
の
歴
史
と
伝
承
⽞
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
に
よ

る
。

（
12
）
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
の
引
用
は
小
林
崇
仁
⽛
茅
野
市
昌
林
寺
蔵
⽝
諏
方
講
之

式
⽞
翻
刻
と
解
題
⽜（⽝
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
紀
要
⽞
第
十
五
号
、
二
〇

二
二
年
三
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
引
用
し
た
の
は
神
ノ
原
本
で

あ
る
。

（
13
）
⽝
根
元
記
⽞
お
よ
び
近
縁
の
文
献
⽝
諸
神
勧
請
段
⽞⽝
祝
詞
段
⽞
の
成
立

年
代
に
つ
い
て
は
、
浅
川
清
栄
⽛
諸
神
勧
請
段
・
祝
詞
段
・
根
元
記
に

つ
い
て
⽜（⽝
諏
訪
市
史
研
究
紀
要
⽞
第
二
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
）
参
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照
。

（
14
）
⽝
諏
訪
上
社
物
忌
令
⽞
の
引
用
は
⽝
諏
訪
史
料
叢
書
⽞
巻
三
に
よ
り
、
私

に
句
読
点
、
濁
点
、
返
り
点
、
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
引
用

し
た
の
は
原
家
本
で
あ
る
。

（
15
）
な
お
、
中
世
の
諏
訪
地
方
に
お
い
て
⽝
画
詞
⽞
の
存
在
に
言
及
し
た
も

の
と
し
て
は
、
天
正
年
間
頃
の
郡
境
に
関
す
る
紛
議
の
際
に
神
長
官
が

作
成
し
た
報
告
書
の
控
で
あ
る
⽛
神
長
官
諏
訪
郡
境
覚
書
⽜（⽝
諏
訪
史

料
叢
書
⽞
巻
十
五
所
収
）
の
中
の
記
述
⽛
伊
那
郡
之
境
者
大
田
切
ニ
候
、

無
レ
疑
証
文
神
秘
絵
縁
起
之
内
よ
り
両
巻
罷
出
候
、
此
縁
起
者
幸
洛
中

ニ
御
座
候
条
歴
然
之
儀
ニ
候
⽜
が
あ
る
。
神
長
官
が
〈
伊
那
郡
と
諏
訪

郡
の
境
は
大
田
切
で
あ
る
〉
と
い
う
⽝
画
詞
⽞（
縁
起
絵
部
巻
中
お
よ
び

巻
四
）
の
中
の
情
報
を
ど
の
よ
う
な
形
で
手
に
し
て
い
た
か
は
判
然
と

し
な
い
が
（
巻
中
・
巻
四
の
当
該
記
事
の
部
分
的
な
抄
出
文
・
摘
要
の

よ
う
な
形
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
）、
仮
に
こ
の
段
階
で
神
長
官
の

手
元
に
完
本
の
⽝
画
詞
⽞
写
本
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
写
本
流
入
の
時

期
が
天
正
年
間
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
か
な
り
遅
め
の
時
期
だ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
比
較
的
早
期
に
入
っ
て
は
き
た
も
の
の
神
長
の
重
書
と
し
て

厳
重
に
秘
さ
れ
て
い
た
か
と
い
っ
た
理
由
で
、
先
述
の
⽝
信
重
解
状
⽞

や
⽝
諏
訪
講
之
式
⽞
な
ど
に
は
記
述
が
採
用
さ
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

（
16
）
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
の
引
用
は
二
本
松
泰
子
⽛
諏
訪
上
社
の
縁
起

伝
承
─
諏
訪
市
博
物
館
寄
託
諏
訪
神
社
上
社
権
祝
矢
島
家
文
書
⽝
信
州

諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
を
端
緒
と
し
て
─
⽜（⽝
信
濃
⽞
第
七
十
二
巻
第
十

二
号
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
）
に
よ
り
、
私
に
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、

⽝
信
府
統
記
⽞
お
よ
び
神
長
官
守
矢
史
料
館
寄
託
守
矢
家
文
書
の
⽝
社
領

千
石
⽞（
目
録
番
号
一
〇
八
六
）
に
⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞
と
部
分

的
に
ほ
ぼ
同
文
の
文
章
が
収
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
参
照
し
て

権
祝
矢
島
家
文
書
本
の
誤
写
と
思
し
き
箇
所
を
改
め
た
。

（
17
）
二
本
松
泰
子
、
注
16
前
掲
論
文
。

（
18
）
⽝
論
語
⽞
本
文
、
お
よ
び
後
掲
の
⽝
論
語
集
注
⽞
の
本
文
と
訳
の
引
用
は

土
田
健
次
郎
訳
注
⽝
論
語
集
注
⽞
二
（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）
に
よ

り
、
私
に
傍
線
を
付
し
た
。

（
19
）
後
述
の
よ
う
に
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
の
⽝
信
府
統
記
⽞
に
引
用
が

あ
り
、
年
代
的
に
も
不
審
は
な
い
。

（
20
）
⽝
信
濃
国
一
宮
諏
方
本
宮
神
系
図
伝
略
⽞
に
は
記
名
や
印
に
よ
っ
て
発
行

者
と
思
し
き
機
関
・
人
物
が
表
示
し
て
あ
り
、
架
蔵
本
三
本
の
左
下
隅

に
は
そ
れ
ぞ
れ
⽛
諏
方
頼
武
⽜（
朱
陽
刻
印
）、⽛
諏
方
宮
五
官

祢
宜
太

夫
⽜（
記
名
）、⽛
諏
方
本
宮
⽜（
記
名
）
と
あ
る
。
引
用
は
架
蔵
諏
方
頼
武

本
（
一
枚
刷
。
楮
紙
。
縦
一
〇
九
・
六
糎
、
横
四
五
・
五
糎
）
に
よ
る
。

（
21
）
小
平
雪
人
⽛
諏
訪
霞
朝
公
略
伝
⽜（
原
治
郎
右
衛
門
編
⽝
迎
春
楼
遺
存
⽞

諏
訪
霞
朝
公
顕
彰
会
、
一
九
三
八
年
）
参
照
。

（
22
）
た
だ
し
、
縁
起
譚
以
外
の
部
分
、
す
な
わ
ち
神
事
の
詳
細
を
記
す
祭
絵

部
に
関
し
て
は
、⽝
画
詞
⽞
に
独
自
の
神
事
関
連
記
述
を
書
き
加
え
た
神

長
本
や
、
祭
絵
部
の
み
を
取
り
出
し
た
擬
祝
本
と
い
っ
た
利
用
の
形
態

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
本
の
作
成
年
代
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
神

事
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
は
近
世
後
期
以
前
の
上
社
で
も
⽝
画
詞
⽞
が
参

考
資
料
と
し
て
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
23
）
⽛
奉
願
口
上
覚
⽜
の
引
用
は
蟹
江
文
吉
編
⽝
下
社
禰
宜
大
夫
桃
井
古
文
書
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解
読
集
成
⽞
下
巻
（
桃
井
古
文
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
り
、

私
に
句
読
点
、
傍
線
を
付
し
た
。

（
24
）
な
お
、⽛
奉
願
口
上
覚
⽜
の
う
ち
⽛
父
神
之
譲
と
し
て
⽜
と
い
っ
た
記
述

は
⽝
諏
訪
上
社
社
例
記
⽞
の
影
響
を
受
け
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
。

（
25
）
成
沢
寛
経
・
高
野
武
貞
の
周
辺
の
交
友
関
係
、お
よ
び
高
野
武
貞
の⽝
画

詞
⽞
書
写
に
つ
い
て
は
、
五
味
夏
希
⽛
高
野
武
貞
に
よ
る
⽝
諏
訪
大
明

神
絵
詞
⽞
書
写
の
経
緯
─
安
政
五
年
・
六
年
の
日
記
か
ら
─
⽜（⽝
信
濃
⽞

第
七
十
巻
第
五
号
、
二
〇
一
八
年
五
月
）
に
詳
し
い
。

（
26
）
松
沢
本
の
本
文
は
原
本
（
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
）
か
ら
の
複
写
物

に
よ
り
閲
覧
し
た
。

（
27
）
こ
の
義
章
の
主
張
の
内
容
に
つ
い
て
は
、み
つ
ま
つ
ま
こ
と⽛⽛
洲
羽
国
⽜

の
思
想
─
平
田
門
人
松
澤
義
章
の
世
界
─
⽜（⽝
思
想
史
研
究
⽞
第
九
号
、

二
〇
〇
八
年
九
月
）
に
詳
し
い
。

（
28
）
⽝
顕
幽
本
記
⽞
の
引
用
は
⽝
諏
訪
史
料
叢
書
⽞
巻
二
十
に
よ
り
、
私
に
句

読
点
、
濁
点
、
傍
線
を
付
し
た
。

（
29
）
⽝
日
本
三
代
実
録
⽞
寛
文
十
三
年
版
本
の
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
二
月
十

一
日
条
に
従
五
位
上
を
信
濃
国
の
⽛
守
宅
神
⽜
に
授
け
る
と
い
う
記
事

が
あ
り
、⽝
諏
方
誌
⽞
は
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
モ
リ
ヤ
が
物
部
守
屋
で
は

な
く
地
主
の
神
⽛
守
宅
神
⽜
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
し
か
し
、⽝
三
代
実

録
⽞
の
他
の
多
く
の
諸
本
で
は
当
該
条
の
同
神
の
名
を
⽛
宝
宅
神
⽜
に

作
り
、
こ
れ
は
一
般
に
信
濃
国
安
曇
郡
の
式
内
名
神
大
社
穂
高
神
社
を

指
す
と
解
さ
れ
る
。
注
⚘
前
掲
拙
稿
（
二
〇
二
一
年
八
月
）
参
照
。

（
30
）
実
久
の
死
後
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
弟
の
守
矢
真
幸
が
編

者
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。

（
31
）
加
え
て
当
時
の
情
勢
を
反
映
し
、
三
韓
出
兵
・
蒙
古
襲
来
な
ど
に
連
な

る
事
柄
と
し
て
日
清
戦
争
を
位
置
付
け
、
そ
の
日
清
戦
争
に
お
い
て
も

諏
訪
明
神
が
奇
瑞
を
あ
ら
わ
し
た
と
記
し
て
い
る
。

（
32
）
⽝
神
長
守
矢
氏
系
譜
⽞
以
前
の
文
献
と
思
わ
れ
る
守
矢
家
文
書
の
中
の

⽝（
諏
訪
大
明
神
由
来
）⽞（
目
録
番
号
二
九
二
。
近
世
後
期
頃
成
立
か
）

に
は
、
出
雲
か
ら
来
た
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
に
⽛
守
宅
神
⽜
が
敗
れ
る
と
い
う

話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
守
矢
家
の
内
部
で
も
祖
神
を
⽛
洩
矢
神
⽜
で
な
く

⽝
三
代
実
録
⽞
版
本
に
由
来
す
る
⽛
守
宅
神
⽜
と
認
識
し
て
い
た
時
期
が

か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
当
該
文
献
の
国
譲
り
神
話
は
、

⽝
信
州
諏
方
大
明
神
縁
起
⽞⽝
信
濃
国
一
宮
諏
方
本
宮
神
系
図
伝
略
⽞
所

載
の
神
話
の
記
述
を
一
部
取
り
入
れ
つ
つ
、〈
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
力
比
べ

を
し
て
神
威
を
見
せ
つ
け
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
・
フ
ツ
ヌ
シ
の
二
神
を
恐
れ

さ
せ
た
が
、
二
神
の
説
得
に
応
じ
て
考
え
を
改
め
国
譲
り
を
了
承
し
、

二
神
を
引
き
連
れ
て
諏
訪
に
赴
き
守
宅
神
ら
を
破
っ
た
〉
と
い
う
話
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
⽝（
諏
訪
大
明
神
由
来
）⽞
か
ら
は
、⽝
神
長

守
矢
氏
系
譜
⽞
の
前
段
階
の
守
矢
家
の
言
説
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、
博
士
論
文
⽛
諏
訪
明
神
縁
起
の
研
究
─
諏
訪
信
仰
の
神
話
世
界
─
⽜

（
北
海
道
大
学
、
二
〇
二
二
年
三
月
）
第
三
部
第
二
章
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
ま
え
だ

り
ょ
う
た
ろ
う
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
PD
）




